
　　　　　　　　重要事項説明書

通所型サービスA事業所

　あなたに対する複数サービスの提供開始にあたり、厚生省令第37号第8条に基づいて、
当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。

１、事業者
事業者の名称 医療法人　村山内科
事業者の所在地 徳島県三好市池田町サラダ１７９５番地１
法人種別 医療法人　
代表者名 理事長　　村山　善紀
電話番号 ０８８３－７２－２１１０

２．ご利用事業所
事業所の名称 村山内科デイサービスセンター
事業所の所在地 徳島県三好市池田町サラダ１７９２番地１
管理者の氏名 國田　千晶
電話番号 ０８８３－７２－2９００
ファクシミリ番号 ０８８３－７６－０７５８
指定事業所番号 3671900235

３．事業の目的と運営の方針
事業の目的 要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、指定介護予防通所介護を提供すること

によって利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに家族の身体的及び
精神的負担の軽減を図ります。

運営の方針 利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常
生活上の世話及び機能訓練を行います。
サービスの提供に当たっては、常に利用者の心身の状況を把握しつつ、その希望に添い、
丁寧に説明を利用者又は家族に行った上で行います。
関係市町村、地域の保健･医療･福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの
提供に努めます。

４．職員体制と勤務体制
職種 人員

管理者 １名
生活指導員 １名以上
看護師又は准看護師 １名以上
介護職員 ６名
機能訓練指導員 １名以上
歯科衛生士 １名以上

５、営業日
営業日 月曜日から金曜日（但し、１２月３１日から１月2日までと祝日を除きます。）

(但し、ゴールデンウィークは内１日を営業日といたします）
（土・日曜日、祝日は休みですが、電話等により２４時間常時連絡が可能な体制をとっています。）

営業時間 午前８時３０分から午後５時００分まで
サービス提供時間 午前８時３０分から午後４時００分まで

６、利用定員
利用定員 5名

７、利用料とその他の費用
　厚生大臣が定める基準(下記の表)に従い、当該指定介護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、
　利用料のうち利用者の負担割合に応じた額の支払いをして頂きます。

料金　　1割負担 　2割負担 　3割負担

事業対象者・要支援１　　（月1～４回） ３９２円×回数 ７８４円×回数 １，１７６円×回数
事業対象者・要支援２　　（月1回～８回） ４０２円×回数 ８０４円×回数 １，２０６円×回数



加算
料金　　1割負担 　2割負担 　3割負担

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）要支援１ ２４円 ４８円 ７２円
サービス提供体制強化加算（Ⅲ）要支援２ ４８円 ９６円 １４４円
口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０円 ３２０円 ４８０円
中山間地域サービス提供加算
生活機能向上グループ活動加算 １００円 ２００円 ３００円
科学的介護推進体制加算 　　４０円 ８０円 １２０円
介護職員等処遇改善加算Ⅱ　　　　　

　その他の費用として、おやつ代，食材料費、その他適当と認められる費用について頂くことがあります。
　その場合､利用者又はその家族に対して事前に説明し、同意を得ます。
算定項目 料金
おやつ代 実費
食費 ５５０円

　※利用日当日午前１０時以降の取り消しは、料金が発生いたします。

8、通常の事業の実施地域
実施地域 三好市　池田町・井川町

９、個人情報の提供についての同意
　介護サービス計画を作成するために、必要があるときは、担当者会議等で、利用者・利用者の家族の個人情報を
用いることがあります。

１０、苦情申立窓口
ご利用相談室 　　窓口担当者　　　國田　千晶

　　ご利用時間　　　午前９時～午後５時
　　ご利用方法　　　電話　０８８３－７２－２９００
　　面接　　場所　　村山内科　相談室

窓口対応 　　国民健康保険団体連合会 電話　　０８８－６６５－７２０５　
　みよし広域連合　介護保険センター　 電話　　０８８３－７６－００３０

１１、虐待防止に関する事項
　１　事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。
　（１）　虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
　（２）　利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備の実施
　（３）　その他虐待防止のために必要な措置
　２　事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者または、養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による
　　　虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。

１２、非常災害対策
　１　防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、その者に消防計画等を作成させるほか、避難、救出訓練等を
　　　実施するなど、対策に万全を期します。
　２　事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。

１３、衛生管理等
　１　事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、
　　　又は衛生上の必要な措置を講じます。
　２　事業者は当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めます。
　３　事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う
　　　ことができるものとする）をおおむね6月に１回以上開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図ります。
　４　事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します
　５　事業所において、従事者に対し、感染症の予防及びまん延のための研修及び訓練を定期的に実施します。

　所定単位数の5％

　合計単位数の９．０%



１４、地域との連携等
　１　事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動などとの連携及び協力を行う等の地域との
　　　交流に努めます。
　２　事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して
　　　市町村が派遣する者が実施する事業に協力するよう努めます。

1５、　緊急時及び事故発生時の対応方法
　利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。又、緊急連絡先、
家族、居宅支援事業所、市町村に連絡します。

利用者の主治医 氏名

所属医療機関の名称

所在地

電話番号

協力医療機関 医療機関の名称

院長名

所在地

電話番号

診療料

入院設備

救急指定の有無

契約の概要

緊急連絡先 氏名 続柄

住所

電話番号

昼間の連絡先

夜間の連絡先

１６、　損害賠償
　事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事故が発生し、利用者がサービス利用時間帯において生命、
身体、財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、事業者に故意過失
がなかった場合はこの限りではありません。

１７、　事業継続計画等
　１　事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、
　　　及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該事業継続計画
　　　に従い必要な措置を講じます。
　２　事業所は、従業者に対し、業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
　３　事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

１８、　身体拘束
　１　事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束
　　　その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）は行わない。
　２　やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を
　　　記録します。



　　令和　　　　　年　　　　月　　　　日

□甲１
（乙）　　当事業者は、甲１に対する通所型サービスAの提供開始に当たり、 □甲２  に

□甲３

　　　　対してサービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、サービス内容及び
　　　　重要事項を説明しました

　　　　　（乙）通所型サービスA事業所

名   称　　村山内科デイサービスセンター　　

所在地　　徳島県三好市池田町サラダ１７９２番地１

説明者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

（甲）　　私は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、乙からサービス内容及び重要事項の
　　　　説明を受けたことを確認し、同意いたします。また、通所型サービスA契約書においても
　　　　同意いたします。

　　　　　（甲１）利用者　 　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　 　　　　   　　　　　　　　　　　

　　　　　（甲２）利用者の家族　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　 　　　　　　　　   　　　　　　　　　　（続柄　　　　　　　　　）

　　　　　（甲３）その他立会人　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　 　　　   　　　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　　　　　　）


